
20.  2.  15

午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間
・
休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　

詳
し
く
は
同
課�
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

平
日
の
相
談
が
困
難
な
方
は
、
ぜ

ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

※
納
税
相
談
の
場
合
は
、
事
前

に
来
庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
介
護
保
険
料
は
納
付
書
を
持

参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収
し
ま

す
。

　
【
ご
注
意
】税
証
明
の
発
行
や
課

税
の
相
談
は
で
き
ま
せ
ん

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
２
月　

日（
火
）・　

日

２６

２７

（
水
）、い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
３
月
１
日
（
土
）・
２

日
（
日
）、
い
ず
れ
も
午
前
９
時
〜

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
・
都
民
税
、固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、国
民
健

康
保
険
税
等
の
市
税
の
納
め
忘
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕
事
な
ど
で

　

市
で
は
、
ひ
ば
り
が
丘
団
地
の

建
て
替
え
に
伴
い
、
ひ
ば
り
が
丘

地
区
の
ま
ち
づ
く
り
を
適
切
に
誘

導
す
る
た
め
、
地
区
計
画
を
定
め

る
予
定
で
す
。
今
回
、
地
区
計
画

案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
縦
覧
し

ま
す
。

　

関
係
住
民
の
方
や
利
害
関
係
者

は
、
こ
の
案
に
つ
い
て
市
長
に
対

し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
【
縦
覧
場
所
】
都
市
計
画
課
（
市

役
所
５
階
）

　
【
縦
覧
期
間
】２
月　

日（
水
）〜

２０

３
月
５
日
（
水
）　

　
【
意
見
書
の
提
出
先
】２
月　

日
２０

（
水
）
〜
３
月
５
日
（
水
）
に
（
必

着
）、
提
出
者
の
住
所
・
氏
名
・
地

区
と
の
関
係
を
明
記
の
上
、
〒
２

０
３�
８
５
５
５
、
市
役
所
都
市

計
画
課
（
市
役
所
５
階
）
へ
郵
送

ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課�
４
７
０
・
７

７
６
２
へ
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
【
工
事
件
名
】落
合

川
雨
水
幹
線
そ
の
２

工
事

　
【
発
注
者
】都
下
水

道
局
流
域
下
水
道
本

部
　
【
施
工
業
者
】株
式

会
社
日
特
建
設

　
【
工
事
着
手
時
期
】

　

年
３
月
予
定

２０
　

詳
し
く
は
都
流
域

下
水
道
本
部
工
事
課

�
０
４
２
・
５
２
７
・

４
３
４
１
へ
。

　

市
内
の
新
青
梅
街
道
お
よ
び
小

金
井
街
道
周
辺
で
は
、
大
雨
が
降

る
た
び
に
浸
水
被
害
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　

都
下
水
道
局
で
は
、
隣
接
す
る

小
平
市
の
一
部
を
含
む
区
域
の
浸

水
被
害
の
軽
減
、
解
消
す
る
こ
と

を
目
的
に
、「
落
合
川
雨
水
幹
線
事

業
」
を　

年
３
月
に
着
手
し
、　

１４

１７

年
３
月
ま
で
に
内
径
２
４
０
０
㍉
、

延
長
約
２
３
０
０
㍍
の
下
水
道
管

渠
（
き
ょ
）
を
小
金
井
街
道
内
に

敷
設
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
八
幡
町
三
丁
目
〜

中
央
町
五
丁
目
の
区
間
に
内
径
３

０
０
０
㍉
、
延
長
約
３
８
０
㍍
の

下
水
道
管
渠
を
小
金
井
街
道
に
敷

設
す
る
工
事
を
実
施
し
ま
す
。

　

工
事
期
間
中
は
何
か
と
ご
不
便

を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の

し
た
が
、
４
月
１
日
（
火
）
か
ら

す
べ
て
の
業
務
が
都
水
道
局
に
移

管
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
水
道
に
関
す
る

す
べ
て
の
取
扱
窓
口
が
「
東
京
都

水
道
局
東
久
留
米
サ
ー
ビ
ス
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
」
に
な
り
ま
す
（
左
図

参
照
）。電
話
に
よ
る
問
い
合
わ
せ

は
、「
東
京
都
水
道
局
多
摩
お
客
さ

ま
セ
ン
タ
ー
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル�

０
５
７
０
・
０
９
１
１
０
０
）」
で

お
受
け
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
水
道
課�
４
７

１
・
５
１
８
６
へ
。

　

水
道
業
務
は
、
都
水
道
局
と　
１８

年
度
か
ら
業
務
を
分
担
し
て
い
ま

子

ど

も

家

庭

部

　

保
育
園
、
児
童
館
、
子
ど
も
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
子
育
て
支

援
施
設
機
能
の
充
実
、
青
少
年
の

健
全
育
成
へ
の
取
り
組
み
を
進
め

る
組
織
に
し
ま
す
。

都

市

建

設

部

　

施
設
の
計
画
は
計
画
部
門
に
、

施
工
は
施
工
部
門
に
組
織
を
集
約

す
る
こ
と
で
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ

ト
を
生
か
し
た
効
率
的
な
組
織
に

し
ま
す
。

教

育

部

　

教
育
基
本
法
の
改
正
に
伴
い
、

新
た
な
教
育
政
策
へ
の
取
り
組
み

と
学
校
教
育
の
充
実
や
学
校
規
模

適
正
化
と
い
っ
た
課
題
の
解
決
に

向
け
て
、
重
点
的
に
取
り
組
み
を

進
め
る
組
織
に
し
ま
す
。

消

防

本

部

　

消
防
団
、
消
防
水
利
に
関
す
る

事
務
を
市
民
部
に
移
し
ま
す
。

　

※
各
部
課
の

配
置
や
仕
事
の

内
容
な
ど
の
詳

細
は
、
今
後
の

広
報
紙
等
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
企
画
調
整
課�
４
７

０
・
７
７
０
２
へ
。

に
運
営
す
る
た
め
、
部
名
を
健
康

福
祉
部
か
ら
福
祉
保
健
部
に
改
め

ま
す
。
福
祉
保
健
政
策
全
般
の
企

画
立
案
、
調
整
機
能
の
強
化
や
部

内
の
事
務
所
管
の
見
直
し
に
よ
り
、

今
後
も
安
定
し
た
福
祉
保
健
サ
ー

ビ
ス
を
市
民
に
提
供
で
き
る
組
織

に
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
進
展
す
る
少
子
高
齢

化
社
会
な
ど
、
社
会
を
取
り
巻
く

さ
ま
ざ
ま
な
環
境
変
化
へ
の
対
応
、

ま
た
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
行
財

政
運
営
を
一
層
進
め
る
た
め
、
４

月
１
日
か
ら
新
組
織
を
発
足
さ
せ

ま
す
。

　

主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

企

画

経

営

室

　

企
画
経
営
室
と
総
務
部
の
統
合

に
よ
り
、
企
画
機
能
と
総
務
機
能

の
連
携
と
、
全
庁
へ
の
政
策
調
整

機
能
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

財

務

部

　

財
政
改
革
を
重
視
し
た
行
政
運

営
に
努
め
る
た
め
、
財
務
、
税
務
、

契
約
お
よ
び
資
産
管
理
を
総
体
的

に
管
理
す
る
財
務
部
を
設
け
ま
す
。

市

民

部

　

地
域
の
防
災
、
防
犯
機
能
を
高

め
る
た
め
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

と
の
連
携
を
始
め
と
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、

市
民
と
行
政
の
協
働
を
進
め
る
組

織
に
し
ま
す
。

環

境

部

　

水
や
緑
と
い
っ
た
環
境
施
策
を

担
う
組
織
と
し
て
、
ま
た
従
来
型

の
公
害
に
加
え
、
市
民
の
生
活
環

境
全
般
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
る

組
織
に
し
ま
す
。

福

祉

保

健

部

　

保
健
、
医
療
と
福
祉
を
一
体
的

　ひったくりや空き巣狙いのほか、子どもたちが巻き

込まれる犯罪が全国的に増加しています。

　東久留米市安全･安心まちづくり推進協議会では、こ

うした犯罪の増加を背景に、これまでの市の施策をさ

らに進め、条例の目指すまちづくりを総合的、計画的

に推進するため、「東久留米市安全･安心まちづくり推

進計画」を策定しました。

　この推進計画は、基本方針として、犯罪のない安全

で安心なまちづくりに向けた「意識づくり」「地域づく

り」「環境づくり」「自分たちのまちは自分たちでまも

る」という、地域での安全に対するコミュニティづく

りのための推進体制の整備として、この４点を掲げて

います。この基本方針のもと、行政･警察・市民・事業

者等が連携・協力して取り組みを進めるとしています。

　また、本計画の中心である「推進実施計画」は、「自

助・共助・公助」の考え方を基本に、具体的な計画と

して、「市の取り組み」「市民の取り組み」「事業者の取

り組み」「土地所有者の取り組み」の４つに分け、それ

ぞれの立場での取り組みについてまとめられています。

　市では、市民の皆さんが安全で安心して暮らせる市

の実現のため、本計画に基づき着実に施策を展開して

いきます。

　※推進計画は市ホームページでもご覧になれます。

　詳しくは総務部総務課庶務係�４７０・７７１４へ。

市税の納税にご協力を

　２月２９日（金）は、固定資産税・

都市計画税第４期、国民健康保険税

第８期の納期限です。最寄りの金融

機関・郵便局でお納めください。

　詳しくは納税課�４７０・７７３０へ。 流域下水道「落合川雨水幹線」工事区間

市
役
所
の
組
織
が

　
　
　
　

変
わ
り
ま
す

４
月
１
日
か
ら

流
域
下
水
道
「
落
合
川
雨
水
幹
線
」

　
　
　
　
　

の
工
事
が
始
ま
り
ま
す

浸
水
被
害
の
軽
減
・
解
消
へ

夜間・休日
納税相談窓口を
開設します

ご利用ください

安全･安心まちづくり
推進計画を策定しました

４月から都水道局へ
移管します

水道業務はすべて

ひ
ば
り
が
丘
地
区

　
　

地
区
計
画
案
の
縦
覧

東京都水道局東久留米サービスステーション案内図

市では効率的かつ効果的な行財政運営を一層推進していきます市では効率的かつ効果的な行財政運営を一層推進していきます


